
足立区総合交通計画改定協議会名簿 
資料１ 

区分 団体名 役職 氏名 

学識経験者 東京理科大学 教授 内山 久雄 

学識経験者 東洋大学 教授 岡村 敏之 

学識経験者 筑波大学 准教授 谷口 綾子 

関係団体 足立区障害者団体連合会 役員 原 則子 

関係団体 足立区老人クラブ連合会 副会長 野村 英夫 

関係団体 
足立区地域保健福祉推進協議会

子ども支援専門部会 
 飯田 今日子 

関係団体 足立区まちづくり推進委員会  原口 秀子 

交通事業者 東日本旅客鉄道株式会社 総務部企画室副課長 村上 基宏 

交通事業者 
首都圏新都市鉄道株式会社 

経営企画部推進役兼 

経営戦略課課長（地域政策担当） 
工藤 真紀 

交通事業者 東京地下鉄株式会社 渉外・工事調整担当課長 木津 和久 

交通事業者 東武鉄道株式会社 鉄道事業本部計画管理部課長 小瀧 正和 

交通事業者 京成電鉄株式会社 鉄道本部計画管理部計画担当課長 石井 貴史 

交通事業者 東京都 交通局 電車部 ＩＣカード担当課長 吉浦 宏美 

交通事業者 東京都 交通局 自動車部 計画課長 和田 明 

交通事業者 国際興業株式会社 運輸事業部担当部長 木部 康久 

交通事業者 東武バスセントラル株式会社 運輸統括部業務課長 深津 光市 

交通事業者 京成バス株式会社 営業部長 上田 浩一 

交通事業者 日立自動車交通株式会社 バス事業部副部長 西窪 裕光 

交通事業者 朝日自動車株式会社 常務取締役 髙橋 直樹 

交通事業者 株式会社新日本観光自動車 代表取締役 佐久間 洋行 

交通事業者 一般社団法人 

東京ハイヤー・タクシー協会 
足立支部支部長 樽澤 正人 

行政機関 警視庁 交通部 
交通規制課 

都市交通管理室長 
椎名 啓雄 

行政機関 警視庁千住警察署 交通課長 鈴木 哲志 

行政機関 警視庁西新井警察署 交通課長 神之田 祐二 

行政機関 警視庁竹の塚警察署 交通課長 伊東 潤一 

行政機関 警視庁綾瀬警察署 交通課長 原田 靖彦 

行政機関 
国土交通省関東運輸局 

東京運輸支局 
首席運輸企画専門官（輸送担当） 柳瀬 光輝 

行政機関 
国土交通省関東地方整備局 

東京国道事務所 
交通対策課長 三條 憲一 

行政機関 東京都都市整備局都市基盤部 交通企画課長 谷﨑 馨一 

行政機関 東京都建設局第六建設事務所 副所長兼工事課長 小池 進 

区議会議員 足立区議会  鈴木 あきら  

区議会議員 足立区議会  新井 ひでお 

区議会議員 足立区議会  くぼた 美幸 

区議会議員 足立区議会  はたの 昭彦 

区議会議員 足立区議会  長澤 興祐 

公募委員   松場 孝一 

公募委員   志自岐 亜都子 

公募委員   鈴木 真理子 

公募委員   中島 晃一郎 

公募委員   廣瀬 均 

区職員（幹事） 政策経営部 部長 工藤 信 

区職員（幹事） 福祉部 部長 川口 真澄 

区職員（幹事） 環境部 部長 三橋 雄彦 

区職員（幹事） 都市建設部 部長 大山 日出夫 

区職員（幹事） 道路整備室 室長 増田 治行 

事 務 局 交通対策課   

 



 

資料２ 

足立区総合交通計画改定協議会設置条例 
 
 （設置） 
第１条 足立区総合交通計画（以下「計画」という。）の改定について必要な事項を調査審

議し、区内公共交通の更なる利便性向上を図るため、区長の附属機関として足立区総合

交通計画改定協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 
 （所掌事項） 
第２条 協議会は、区長の諮問に応じ、計画の改定に関し必要な事項を調査審議し、区長

に答申する。 
 （組織） 
第３条 協議会は、前条に規定する調査審議に関し優れた識見を有する者のうちから、区

長が委嘱又は任命する委員４０人以内で組織する。 
 （委員の任期） 
第４条 委員の任期は、調査審議が終了する日までとする。 
 （会長及び副会長）  
第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 
２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 
 （会議） 
第６条 協議会は、会長が招集する。 
２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 
３ 協議会の議事は、会長を除く出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 
 （部会） 
第７条 協議会は、個別具体的な検討を行うため、部会を置くことができる。 
 （幹事） 
第８条 協議会に、区長が任命する幹事を若干名置く。 
２ 幹事は、会長の命を受け、協議会が行う調査審議を補佐する。 
 （会議の公開） 
第９条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認め

たときは、この限りでない。 
 （守秘義務） 
第１０条 委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益の

ために利用してはならない。 
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 （委任） 
第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
   付 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、公布の日から施行する。 
 （足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 
２ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和３９年足立区条例

第１７号）の一部を次のように改正する。 
  別表区長の部に次のように加える。 
 

足立区総合交通計画改定協議会 日額 ７，０００円 
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計画改定の検討体制（案） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

【審議事項】 

① 現状、課題の把握       ② 改定方針及び目標の設定  

③ 目標に基づく施策の検討   ④ 計画案の作成、答申 

総合交通計画改定協議会 

 
 
 

【適宜開催】 

・専門的見地からの助言 

・各部会の意見整理 

調整部会 

構成員：協議会会長、検討部会長、幹事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 共通して検討すべき内容については双方の部会で検討し、必要に応じて合同部会を行う。 

※２ 部会構成員については、議題ごとにメンバーを選定し、柔軟に対応する。 

 
 

 
 
 

【構成員】 

・学識委員 

・関連団体代表者 

・公募委員 

・区議会議員 等 

 
 

【構成員】 

・学識委員 

・交通事業者  

・区議会議員 等 
 

 

事業者部会 利用者部会 

庁内検討会 

【関係所管課職員】 
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資料５ 

今後の検討ポイント（案） 

 
 
 
計画改定にあたっては、少子高齢化など社会情勢の変化や、基本構想、基本計画等

の上位計画の見直しを踏まえ、将来にわたって誰もが利用しやすく、持続可能な交通

のあり方の検討が必要となる。 

部会における現時点での検討ポイント（案）は以下のとおりとする。 

 

 

・現行計画の検証および課題整理について 

  施策実施状況や計画策定以降に生じた社会情勢の変化等を踏まえ、現行計画の課

題を整理し、計画改定で考慮すべき事項を洗い出す必要がある。 

 

 

・交通空白地域への対応について 

交通空白地域居住者の不便実態を詳細に把握した上で、交通空白地域に対する取

組みの検討が必要である。 

 

 

・バス計画路線の見直しについて 

現行計画の課題や交通空白地域への対応を踏まえ、実現性の高いバス路線への見

直し等が必要である。 

 

 

・多様な交通手段の活用について 

自転車やタクシーなどバス交通以外の交通手段について、積極的な活用策の検討

が必要である。 

 

 

・超高齢社会に対応した交通サービスについて 

高齢者や障がい者など移動に制約がある人に対し、安全かつ快適に利用できる交通サ

ービスの検討が必要である。  

 

 

・公共交通の利用促進について 

既存バス路線等の公共交通サービスの維持や環境への負荷軽減を推進するため、

公共交通の利用促進を図る必要がある。 

 

 



計画改定の検討の進め方（案）

現行計画の検証および課題整理について

交通空白地域への対応

バス計画路線の見直し

多様な交通手段の活用

超高齢社会に対応した交通サービス

公共交通の利用促進

事
業
者
部
会
、
利
用
者
部
会
そ
れ
ぞ
れ
で
検
討

区民アンケートや聞取り調査等
による実態の詳細把握
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□足立区総合交
通計画改定の進

日　付 会議名 主な検討内容

１月頃 第１回事業者部会

１月頃 第１回利用者部会

３月頃 第２回事業者部会

３月頃 第２回利用者部会

７月頃 第３回協議会 ・改定計画の基本方針、目標

１２月頃 第５回事業者部会 ・公共交通施策の目標値(指標)

１月頃 第５回利用者部会 ・公共交通以外の施策の目標値(指標)

３月頃 第６回協議会 ・計画案の確定(答申)

・施策実施計画
・施策の評価体制、評価手法

６月頃 第３回利用者部会

11月13日 第１回協議会

４月頃 第２回協議会

５月頃 第３回事業者部会

・基本方針、目標に基づく施策案
８月頃 第４回事業者部会

９月頃 第４回利用者部会

計画改定のスケジュール（案）　

・計画改定の目的
・計画改定スケジュール
・各会の検討内容
・既存計画の内容及び実施状況　等

・現行計画の検証及び課題整理について
・交通空白地域への対応について  等

・区民アンケート結果報告
・バス計画路線の見直しについて
・多様な交通手段の活用について
・超高齢社会に対応した交通サービスについて
等
・事業者部会、利用者部会での検討事項の報告
等

・改定の方向性案
・公共交通の利用促進について　等

・基本方針、目標に基づく施策

平成２９年度

１１月頃 第４回協議会

２月頃 第５回協議会

※調整部会は、適宜開催し専門的見地からの助言や各部会の意見整理を行う。
  庁内検討会は、適宜開催し協議会に報告。検討内容は所管計画との整合、所管で抱える交通の課題及び対応
　策等とする。

平成３０年度
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